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第１章 四万十市教育振興基本計画の策定にあたって 

 

 Ⅰ 計画策定の趣旨 

   少子化・高齢化やグローバル化の進展など、教育を取り巻く環境が大きく変

化する中、教育行政には、その大きな流れに的確に対応しながら、将来を担う

人材を育成する教育の果たす役割は、ますます大きくなっています。 

   こうした中、今日の教育をめぐっては、子どもの学ぶ意欲や学力・体力の低

下、いじめや不登校のほか、社会性や規範意識の低下など、課題や問題が指摘

され、学校はもとより家庭や地域の教育力の向上が、より一層求められていま

す。 

   このため、本市においても、課題解決に向け、今後の目指すべき教育の方向

性や取り組むべき施策を整理しながら、さらなる教育の振興に努めていく必要

があります。 

   国において、平成18年12月の教育基本法の改正により、国においては教育

振興基本計画の策定が義務付けられ、地方自治体においても、地域の実情に応

じた教育振興基本計画の策定に努めるとされました。 

   これまで本市では、四万十市教育行政方針、四万十市学校教育振興計画に基

づき、教育行政の振興に努めてきたところですが、教育委員会にかかるすべて

の施策を再確認し、一層の推進を図っていくため、「四万十市教育振興基本計

画」を策定しました。 

   この四万十市教育振興基本計画（以下「基本計画」という。）は、教育基本

法（平成18年法律第120号）第17条第２項の規定に基づき、本市における教

育の振興のための施策に関する基本的な計画として定めたものです。 

   また、四万十市の最上位計画である「四万十市総合計画」に位置付けた、教

育に関する施策の総合的かつ具体的な事業展開を図るために整理したものです。 
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 Ⅱ 計画の期間 

   この計画の期間は、「四万十市総合計画」の前期計画期間（平成27 年度～

平成31 年度）と整合性を図るため、平成31年度までの４年間とします。 

 

 Ⅲ 計画の進行管理 

   本計画を総合的に推進していくため、施策に連動し、教育委員会内部におけ

る横断的な推進体制が迅速かつ柔軟に組めるよう教育委員会の組織及び職員間

の連携を一層強化するとともに、教育を取り巻く様々な課題に対応するため、

市長部局が実施する子ども・子育て支援や福祉施策、防災施策など市長部局に

おける関係部局との連携を図りながら、本計画を推進します。 

   また、基本計画に掲げた施策の進捗状況等については、施策群ごとの指標を

毎年度点検・検証しながら、総合教育会議等を通して協議・調整し、教育政策

の方向性を共有することで、より効果的で厚みのある施策展開に努めます。 

   本計画の実施過程において、急速な社会状況の変化や国の制度改正などが生

じた場合は、計画に掲載された取組事業の見直しや新たな取組みを実施するな

ど、必要に応じ適宜見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他計画との関係 

四万十市 
総合計画 

教育委員会の事務に関する点検・評価報告書 

教育基本法関連法令 

国の教育振興基本計画 

第２期 

高知県教育振興基本計画 

参考 参考 

四万十市教育大綱 

（四万十市教育行政方針） 

四万十市教育振興基本計画 

整合 
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第２章 四万十市の教育を取り巻く現状 

 

 Ⅰ 人口の推移 
 

  （１）総人口の推移 
 
    総人口は、緩やかな減少傾向で推移しており、平成 27 年には 34,313 人

となっており、10 年前と比較し、4,678 人減少しています。 

    また、将来の人口推計においても、今後とも減少傾向で推移し、2020 年

に約 32,548 人、さらに 2060 年には 16,341 人程度にまで減少するこ

とが見込まれます。 

 

 

  （２）年齢３区分別人口構成比の推移 
 
    年齢３区分別人口構成比の推移は、年少人口割合及び生産年齢人口割合が

低下しているのに対し、高齢者人口割合が年々上昇しています。 
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 Ⅱ 児童・生徒の状況 
 

  （１）児童数・生徒数の推移 
 
    少子化の進展により、小学校児童、中学校生徒とも年々減少傾向にありま

す。児童数については、平成 28年度で 1,621人と平成 24年度対比で 219

人減少し、生徒数は、60 人減少しています。 

    一方で、障害を有するなど、教育上特別な支援を必要とする児童生徒が増

加傾向にあります。 

 

 

  （２）不登校児童・生徒数 
 
    不登校児童・生徒数は、児童数、生徒数とも新規が増加傾向にあり、その

傾向が継続児童・生徒数に反映し、全体的に増加傾向にあります。 
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  （３）学力状況調査の結果 
 
    小学生は、知識に関する「Ａ問題」の国語・算数、活用に関する「Ｂ問題」

の国語・算数ともに高知県・全国の平均正答率を上回りました。昨年度に引

き続き、全国トップクラスに位置する結果です。 

    中学生は、「Ａ問題」の国語・数学、「Ｂ問題」の国語・数学ともに高知

県の平均正答率を上回りました。全国と比較すると、「Ａ問題」の国語・数

学、「Ｂ問題」の国語が全国の平均正答率を上回り、「Ｂ問題」の数学もほ

ぼ同等の結果だと言えます。昨年度より上昇し、学校の取組が目に見える結

果として表れてきています。 
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  （４）児童・生徒質問紙調査の結果 
 
    基本的な生活習慣で起床については９割の小・中学生が同じ時刻に、就寝

については、小学生は８割、中学生は７割を超えて同じ時刻に寝ています。 

    家での学習は、小・中学生ともに復習は全国と比べてよくできていますが、

小学生より中学生の方が学習時間等が少ない状況です。 

    昨年度は達成感・満足感を味わう中学生の割合が少なかったですが、今年

度は小中学生ともに９割以上の子どもたちが成功体験をしています。また、

将来への夢や目標も８割を超える子どもたちが持っています。 
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 Ⅲ 社会教育施設の状況 
 

  （１）市立中央公民館の利用者数の推移 
 
    中央公民館の利用者数について、施設内にあった教育委員会学校教育課の

事務所を平成 22 年度の新庁舎落成に伴い移転したことにより、空き部屋を

会議室に転用したことを大きな要因として、利用者数は増加傾向にありまし

たが、同スペースを適応指導教室へ再転用したことにより、年々減少傾向に

あります。 

 

 

 

  （２）市立文化センターの利用者数の推移 
 
    市立文化センターの利用者数は施設の老朽化や駐車場問題等により減少傾

向にあります。加えて、ホールのみの利用者については文化的利用が多いも

のの、会議室等を合わせると施設本来の文化的利用でない、貸し館等の利用

が半数を占めている状況にあります。 

 

 

 

  



8 

 

  （３）市立郷土資料館入館者数の推移 
 
    市立郷土資料館の有料入館者数は、2,000 人程度の利用にとどまり、月別

平均入館者数を見ても、利用者の多くが観光客で占めている状況が読み取れ

ます。現在、改修工事及び展示リニューアルを行っており、平成 31 年のオ

ープンからは入館者数の倍増が期待されます。 

 

 

 

 

 Ⅳ 市立図書館の利用者数の推移 
 
   市立図書館は、平成 22 年度に完成した新庁舎と併設とし、市民サービスの

向上及び蔵書の増加等への対応を図り、利用者数、貸出者数とも増加傾向にあ

ります。平成 26 年 7 月からは、西土佐総合支所 1 階に西土佐分館を開館し、

蔵書の充実を図っています。また、平成 24 年度に策定した「四万十市子ども

読書活動推進計画」の期間が終了するため、平成 29 年度に第２次計画の策定

に取り組みます。 

なお、平成 28 年度から、指定管理により民間のノウハウや企業経営の視点

を取り入れ、開館日、開館時間の拡大など、利用者の利便性の向上に努めてい

ます。 
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 Ⅴ 体育施設の利用状況 
  （１）スポーツ施設の利用者数の推移 
 
    安並運動公園有料体育施設の利用者は、平成 26 年度から市立武道館も新

設されていることなどにより増加傾向にあります。 

    具同体育センターの利用者は、19,000 人前後で推移しています。 
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第３章 教育の今日的課題 
 

 Ⅰ 四万十市における学校教育の現状と課題 
 

  １ 確かな学力を育む（知育） 
 

   四万十市教育委員会では、これまで子どもたちの学力定着状況を文部科学省

が実施する「全国学力・学習状況調査」と高知県教育委員会が実施する「高知

県学力定着状況調査」と市教委で実施する標準学力調査をもとに把握してきま

した。 

   これらの調査結果を総合的に判断すると、小学校では学力の実態は概ね全国

を上回り上位を占めているものの、学年が進む中で定着に課題のある児童の割

合が高くなっており、中学年以降では学力の二極化傾向がうかがえること、ま

た、中学校では学年進行で学力の定着に課題が見られることから、中学校１年

生段階での学力の定着が鍵となり、それ以降の学年の学習に影響を与えている

ことなどが明らかになっています。特に、思考力・判断力・表現力等が求めら

れる活用の能力に課題が見られることも明らかになっています。ただし、この

結果は四万十市全体の子どもを平均化したものであり、小学校14校、中学校

11校を有する四万十市の現状にあっては、学校規模や地域によって成果や課題

には若干の差異が見られる状況ともなっています。 
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平成2８年度の中学校２年生におけ

る平成２２年度からの標準学力調査

を見ると、中学校１年生の入学段階に

はやや課題があるものの、中学校２年

生段階では国語の改善が見られてい

ることが読み取れます。しかしながら、

中１内容の数学で降下傾向が見られ

ています。 

このように、中学校での学力低下の

現状や課題をとらえた場合、中学校に

入学してくる子どもたちの実態に応

じた指導を１年生から工夫し、基礎・基本の定着を図ることにより将来に向けての

学習の基盤を培う教育活動の推進が必要になっていると言えます。 

一方で、中学校における学力の課題を小学校と関連づけてとらえていく必要もあ

ります。下に示した表からも読み取れるように、活用に関する問題に関して小学校

では中位層から下位層の子どもたちが多くなっている傾向が現れています。学習内

容が高度化していく中学校において、小学校で学習につまずいた子どもたちは学び

への意欲を失いがちであることを考えると、小学校においても個々の子どもたちの

学習状況をきめ細かく把握する中で、学力の下支えをしていく取組を進めていく必

要があると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小６：算数Ｂ 正答率(%) 

四万十市  49.4 

高知県（公立）  47.3 

全国（公立） 47.2 

全国より 2.2ポイント高い 

平成２８年度全国学力・学習状況調査データより 
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 ２ 子どもたちの豊かな心を育む（徳育） 
 

子どもたちが、生命を大切にする心や他者を思いやる心、善悪の判断などの

規範意識等の道徳性を身につけることは、人間としてのあり方を自覚し、人生

をよりよく生きるための基盤ともなる大変重要なものです。各学校では、道徳

の時間を要として教育活動全体を通して道徳的な心情、判断力、実践意欲と態

度などの道徳性を養うことを目標に指導が行われています。そして、その教育

活動は、子どもたちのよりよく生きたいという意欲や態度に結びつけていくこ

とを目標としています。 

右表に、平成２８年度に実施した全国・学力

学習状況調査の児童生徒質問紙の結果を一部

紹介しています。自尊感情にかかわって、自

分にはよいところがあると答えている児童生

徒の割合は、小学生・中学生ともに県や全国

と比べて高い数値を示しています。 

また、規範意識についても、小学生・中学

生ともに県や全国を上回っています。今後も

引き続き、日々の学校生活や道徳の授業等を

通して、子どもたちの道徳性を高めていきた

いと考えます。 

生徒指導上の諸課題にかかわっては、これ

まで、不登校の発生率を全国水準にまで引き下げることを目標に、教職員によ

る児童生徒への理解を深め、信頼関係を高めるとともに、子どもたち一人一人

が自己存在感や充実感を感じられる授業づくりや集団づくりに取り組んできま

した。あわせて、家庭との連携はもとより、スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカー等との連携強化にも努めてきました。こうした取組により、

暴力行為については大きく改善されてきていますが、不登校については依然と

して厳しい状況が見られます。不登校児童生徒のうち、その３分の一から２分

の一ほどが毎年新たに不登校となっている現状があります。新たな不登校児童

生徒を生じさせない、予防的な取組がいっそう求められています。 

豊かな人間性を育む視点で道徳性を涵養する教育活動を展開する中で、自尊

感情を高め、自分を大切にするだけでなく他者も大切にできる子どもを育て、

四万十市 高知県 全国 全国との差

小学生 79.2 76.8 76.3 ＋2.9

中学生 78.4 71.4 69.3 ＋9.1

自分には、よいところがあると思う
（肯定的な回答をした児童生徒の割合）

四万十市 高知県 全国 全国との差

小学生 91.7 90.3 91.5 ＋0.2

中学生 97.3 95.1 94.7 ＋2.6

学校のきまりを守っている
（肯定的な回答をした児童生徒の割合）
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不登校を生じさせない取組を進めるとともに、各学校における組織的な支援体

制の確立を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

四万十市小学校 0.33 0.48 0.74 0.35 0.15 0.31 0.16 0.33 0.4 0.64

高知県小学校 0.48 0.42 0.49 0.45 0.39 0.38 0.35 0.36 0.49 0.49

全国小学校 0.32 0.33 0.34 0.32 0.32 0.32 0.33 0.31 0.36 0.39

0.33 0.48
0.74

0.35
0.15 0.31 0.16 0.33 0.4

0.64

0

1

2

3

4

5

6

小学校不登校発生率の推移

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

四万十市中学校 4.26 4.37 4.17 5.1 3.71 3.34 4.36 2.55 3.35 3.5

高知県中学校 3.08 3.5 3.37 3.05 2.96 3.07 3.28 3.1 3.13 3.45

全国中学校 2.75 2.86 2.91 2.89 2.77 2.74 2.64 2.56 2.69 2.76

4.26 4.37 4.17

5.1

3.71
3.34

4.36

2.55

3.35 3.5

0

1

2

3

4

5

6

中学校不登校発生率の推移

参考資料：不登校の定義 

文部科学省は、不登校の児童生徒を『何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会

的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間３

０日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの』としています。 
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 ３ 健やかな身体を育む（体育） 
 

体力は、活動の源であり、意欲などの精神面の充実に大きくかかわっており、

「生きる力」の重要な要素となります。子どもたちの心身の調和的発達を図る

ためにも、運動を通じて体力を養うとともに、望ましい食習慣など健康的な生

活習慣を形成することが大切になってきます。 

下のグラフは、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果について、平成

２１年度からの四万十市と高知県、全国の推移を表しています。年度によって、

全国平均を上回ったり、下回ったりしていましたが、平成２７年度の調査結果

では、初めて、小学校５年生の男・女、中学校２年生の男・女ともに全国を上

回りました。平成２８年度については、小学校５年生の男子が全国平均を下回

り、中学校２年生の女子が全国平均をやや下回っているものの、ほぼ全国平均

並みの結果となっています。 

こうした成果は、各学校において、運動好き・体育好きの子どもの育成に向

けて、いろいろな運動に親しみ、その楽しさや喜びを子どもたちが味わうこと

のできる授業づくりに取り組んできたことや、授業以外での体力向上の取組や

運動部活動の運営の工夫等を行ってきたことの一端であると考えられます。 

一方で、種目によっては、課題のみられるものもあり、それぞれの学校の実

態に応じた取組を、継続していく必要があります。また、体育の授業改善をい

っそう進め、小学校低学年から運動やスポーツに親しむ環境作りを進めていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■全国体力・運動能力、運動習慣等調査における体力合計点（８種目の実技の総合点）の推移 
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子どもたちの生活習慣にかかわっては、下のグラフに朝食の摂取状況を示してい

ますが、引き続き、就学前から体系的に基本的な生活習慣の定着や、テレビ、ゲー

ム、携帯電話等の利用について取組をすすめていきます。あわせて食に関する教育

の充実を図り、子どもたちの食に対する意識の高揚を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

高知県

小５男子

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

高知県

小５女子

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

高知県

中２男子

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

高知県

中２女子 毎日食べる

食べない日もある

食べない日が多い

食べない

「朝食の摂取状況」H27全国体力・運動能力、運動習慣等調査より 

小５・中２
は四万十市
のデータで
す。 
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 Ⅱ 四万十市における生涯学習の現状と課題 
 

  １ 地域文化の再発見・保全 
 

地域の自然環境と長い歴史の中で磨かれてきた地域文化は、先人から手渡さ

れ、次の世代に引き継いでいくべき大切な財産です。 

四万十川流域には、地域の自然や地形に沿って継続してきた暮らしがあり、

各時代の足跡を物語る有形・無形の文化財が残されています。市内には約 250

か所の遺跡と、有形文化財 51 件（うち国指定文化財３）、民俗文化財４件、

記念物 20 件、文化的景観 1 件の指定文化財があるほか、今に伝わる数々の伝

統行事があります。 

埋蔵文化財については順次調査を行い、その成果を整理・管理のうえ、学校

出前授業や文化財めぐり、見学の受け入れを実施しています。中村城跡の郷土

資料館や権谷せせらぎ交流館で歴史資料を展示していますが、文化財等を常設

展示、整理・活用する専用施設はなく、その確保が求められています。また、

遺跡・遺構の風化や崩壊などへの対策も必要となっています。 

四万十川の景観は、流域５市町として平成 21 年に文化庁の重要文化的景観

の選定を受け、本市では、独自事業としてテナガエビ調査、地図づくりやサイ

クルガイドの養成、沈下橋の修繕などを進めています。山村や漁村などには多

様な地域文化が今も暮らしの中に息づき、観光や環境学習などにも活かされる

など、それらの営みが新たな文化創造につながりつつあります。 

自然と共生してきた四万十川流域の生活文化には、世界に誇るべき価値があ

ります。そのことを市民が知り、未来に引き継いでいくための仕組みづくりが

必要と言えます。 
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  ２ 青少年・若者の育成 
 

子どもたちの心や社会性は、学校教育のみならず、家庭や地域、社会全体で

育まれます。 

本市においては、就労している保護者が多い環境にある中で、放課後児童健

全育成事業、放課後子ども教室推進事業等により放課後や長期学校休業期間に

おける子どもの居場所づくりを進めています。しかしながら、放課後を自宅で

過ごす児童も多い状況にあるため、需要に応じた受け皿づくりを充実させるこ

とが重要です。学校・家庭地域が一体となって放課後等にすべての児童を対象

とした学習や体験・交流活動などを行うことが求められています。 

一方、問題行動や犯罪、不登校やひきこもりなど、青少年や若者を取り巻く

様々な問題があります。また、公園等での迷惑行為、青少年の深夜徘徊などが

みられるほか、インターネット利用による新たなトラブルや危険が発生してお

り、問題の深刻化が懸念されます。 

青少年や若者の問題が多様化、深刻化する中で、悩みや不安を受け止める親

身な相談対応が重要です。また、普段の生活の中で一人ひとりが尊重され、心

豊かな環境の中で主体性を育んでいけるよう、学校、地域、家庭がそれぞれの

責任と役割のもとに相互の連携協力によるサポート体制の強化が求められてい

ます。 

 

◆放課後児童クラブ（学童保育）実施校区 ◆放課後子ども教室実施校区 

 校 区 学級名  校 区 学級名 

１ 中村小学校 さくら学級 １ 八束小学校 アカメ教室 

２ 中村南小学校 つばめ学級 ２ 竹島小学校 たけのこ教室 

３ 東山小学校 なかよし学級 ３ 中筋小学校 貝ヶ森教室 

４ 具同小学校 とんぼ学級 ４ 利岡小学校 わかたけ教室 

５ 東中筋小学校 どんぐり学級 ５ 川登小学校 しまんと教室 

６ 下田小学校 はまっこ学級 ６ 蕨岡小学校 ひまわり教室 

７ 西土佐小学校  ７ 大用小学校 やまっこ教室 

 ８ 西土佐小学校  
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  ３ 生涯学習・スポーツの振興 
 

生涯を通じた学習、スポーツ活動は、市民の健康や生きがいを支えるのみな

らず、豊かな地域文化をつくっていく上でも大きな役割を担っています。 

生涯学習については、本市では市庁舎の２階に図書館を設置し、多くの市民

に利用されていますが、四万十川や幸徳秋水に関連する資料展示のほか、「子

ども読書活動推進計画」に基づき、子どもの頃からの読書習慣を重視している

ことも特徴としています。また、西土佐総合庁舎にも分館を開設し、地域間格

差の解消にも努めています。今後も、市民のニーズを把握しながら、開館時間

の延長、市民の生活課題に対応する情報提供などを進め、人づくり、まちづく

りの拠点として機能を強化していくことが期待されています。 

文化・学習活動については、四万十市文化祭、四万十市美術展、四万十川国

際音楽祭、四万十川こども演劇祭などの文化イベントに加え、中央公民館での

各種講座・教室、西土佐ふれあいホール自主事業などを展開しているほか、市

民の自主活動も盛んに行われています。しかしながら、受け皿となる施設の老

朽化対策が課題となっています。 

生涯スポーツについては、市民スポーツセンター、四万十スタジアム、武道

館、西土佐地区運動場のほか、学校体育館の開放も行っており、多くの市民が

利用しています。また、スポーツ推進委員による生涯スポーツの振興を図り、

市民の健康増進に努めていますが、スポーツリーダーの人材確保や施設の老朽

化への対応が課題となっています。 

一方、競技スポーツでは、陸上、水泳、ソフトテニス、バレーボール、カヌ

ーなどの種目で優秀な成績を上げるなど、今後とも、スポーツ団体との連携を

強化しながら、競技力の向上に努めていく必要があります。 

また、四万十川ウルトラマラソン、四万十川リバーサイドフルウォークとい

ったイベントが定着し、市外から多くの参加者があることも特徴であることか

ら、市民協働による運営に努め、スポーツを通じた地域間交流を促進していく

必要があります。 
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第４章 計画の基本的な考え方 
 

 Ⅰ 計画の基本理念 
 

 

 

 

  近年、少子高齢化や高度情報化、国際化などが一層進み、社会構造や社会情勢

が急激に変化する中で、地域に貢献し得る能力の育成は勿論のこと、国際社会に

はばたく資質と能力を兼ね備えた人材の育成がますます重要となっています。 

  こうした中、子どもの教育は学力だけでなく、社会に出て自立していく力、生

きていく力を養うための大切なプロセスとなるものです。さらに、本市の地域特

性を活かした特色ある教育環境を充実していくために、学校間の連携とともに、

学校、家庭、地域が連携を図りながら、学びの環境づくりに努めていく必要があ

ります。 

このため、本市では、「知・徳・体」の調和の取れた豊かな人間性と確かな学

力に裏打ちされた人格の完成を目指す教育基本法の理念やこれに基づき策定され

た国の教育振興基本計画、また、平成 28 年３月に策定された第２期高知県教育

振興基本計画を踏まえながら、健康で知性と特性を備え、社会の変化に主体的に

対応できる心豊かでたくましい子どもたちの育成を目指します。 

また、幼児、子ども、青年、成人、高齢者がそれぞれのライフステージの中で、

学ぶ場やスポーツを楽しめる場づくりの充実を図るとともに、生涯学習や生涯ス

ポーツを通じ、自己啓発や市民相互の交流が促進される仕組みづくりに努めると

ともに、これらの活動を通して青少年の健全な育成を図っていきます。 

 

 

  

『オール四万十』で学びあい 高めあい 支えあう人材
ひ と

の創造』 
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 Ⅱ 計画の基本目標 
 

１ 「豊かな人間性」と「生き抜く力」を備えた人材の育成 
  

  少子化の進行により本市の若年層の人口は減少してきており、産業経済や地域

づくりの重要な課題となっていることはもとより、急速にグローバル化の進展

による異文化理解力や、自らの力でキャリアを積んでいこうとする前向きな姿

勢・行動力が求められています。 

   その一方で、相互理解や協調性といった仲間（＝チーム）でつくりあげてい

こうとする普遍的な人間の基本的要素の涵養も重要です。 

   このため、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、未来を担う子どもたち

に夢と希望を与え、知・徳・体の調和のとれた「豊かな人間性」と「生き抜く

力」を備えた、全国トップレベルの児童生徒を育成します。 

 

２ 地域の誇りとなる地域文化の継承 
 

   地域の個性は固有の文化によって形成されているものであり、先人が創造し、

蓄積してきた歴史・文化が地域社会を支えてきたとも言えます。 

少子高齢化や核家族化の進展により住民相互の連帯性が弱まる中、郷土意識

の醸成を図ることが、ここに住む人自身が地域への魅力や関心を高める重要な

要素です。 

   このため、先人により培われてきた本市独自の歴史・文化を今一度見つめな

おし、子どもたちをはじめすべての世代が、ふるさとを知り、誇りに思えるよ

う、文化活動の活性化を図ります。 

 

３ 誰もが親しめる生涯学習・スポーツ環境の充実 
 

   市民が学習を通じて自己の能力と可能性を最大限に伸ばし、それぞれに自己

実現を図っていくためには、ニーズに合った多様な学習機会の充実と同時に、

学習成果を地域や社会あるいは職業生活の中で生かすことができるような環境

の整備が重要です。 

   また、近年の健康志向の高まりから、スポーツ人口が増加傾向にある中、ス

ポーツは健康維持のみならず、豊かな心と他人に対する思いやりを育むなど青

少年の健全育成に寄与するとともに、地域における連帯感や達成感の醸成に重

要です。 

   このため、誰もが生涯を通じて自らを高め、楽しみや生きがいをもって健康

に暮らすことができるように生涯学習・スポーツ環境の充実を図り、心身とも

に豊かで人の交流の輪が拡がる共生社会の形成を目指します。 
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 Ⅲ 施策の体系 
 

基本目標 施策１ 施策２ 

１ 「豊かな人間性」と 

  「生き抜く力」を備えた 

  人材の育成 

１ 確かな学力を育む 

  （知育） 

（１）基礎学力の定着と学力の向上 

（２）教職員の資質・指導力の向上 

（３）小中連携教育の推進 

（４）国際理解教育の充実 

（５）特別支援教育の推進 

（６）複式教育の充実 

（７）情報教育の推進 

２ 子どもたちの豊かな心 

  を育む（徳育） 

（１）豊かな心を育む教育の推進 

（２）いじめ・不登校問題等への取組 

（３）安全（※防災）教育の充実 

（４）学校・家庭・地域の連携強化 

（５）ふるさと教育の推進 

（６）キャリア教育の充実 

（７）環境教育の推進 

（８）学習環境の整備 

３ 健やかな身体を育む 

  （体育） 

（１）体力向上と健康教育の推進 

（２）基本的生活習慣の確立 

２ 地域の誇りとなる 

  地域文化の継承 

４ 地域文化の振興 （１）ふるさとへの愛着を育む取り組み 

５ 青少年の自立・交流の 

  支援 

（１）放課後の居場所づくり 

（２）青少年健全育成活動の充実 

３ 誰もが親しめる生涯 

  学習・スポーツ環境 

  の充実 

６ 生涯学習・スポーツの振興 （１）誰もが参加しやすい生涯学習の推進 

（２）芸術文化の振興 

（３）一人一スポーツ（※２）の推進 

（４）競技スポーツの振興 
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第５章 施策の展開 
 

施策１ 確かな学力を育む（知育） 

 

（１）基礎学力の定着と学力の向上  （２）教職員の資質・指導力の向上 
 

各教科において、基礎的・基本的な知識・技能の習得を重視します。また、教科

などあらゆる場面で、言語活動の充実を通して思考力・判断力・表現力を高め、自

ら課題を解決する力や自ら学習に取り組む力を養います。 

そのためには、学習課題を明確にしたわかりやすい授業を実施し、子ども一人ひ

とりが学習課題に向き合える時間を確保するとともに、子ども同士が学びあえる授

業づくりに取り組むことはもちろんのこと、教科サークルの連携にも取り組みます。

また、各学校では、ＯＪＴとして校内研修の充実に努め、授業改善を進めていく意

識の向上に努めます。これらの取組の検証軸として、各種学力調査を活用すること

はもとより、授業評価の効果的な活用を目指します。 

 

【主な取組】 

項 目  学力調査の実施と分析 

内  容 

全国学力・学習状況調査、高知県学力定着状況調査、標準学力調査等の結果分析

を行うことで、本市の状況を把握し課題提起を行う。また、改善が必要な学校への

支援や指導・助言を継続する。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□教育研究所と連

携して調査結果

の分析作成 

□校長会での説明 

□課題のある学校

への訪問と対応

策の聞き取り 

□中学校教科部会

の実施 

□平成２８年度内

容の継続 

□平成２９年度内

容の継続 

□平成３０年度内

容の継続 

到達目標 小は全国上位を維持する。中は全国平均以上に引き上げ、さらに上位を目指す。 

検  証 ○各学力調査の集計を踏まえて、学校教育課で計画に照らし合わせて検証を行う。 
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項 目  指導主事等、外部講師を招聘した校内研修の充実 

内  容 
授業改善を進めるため、外部講師を招聘した校内研修や研究授業等に計画性を持

って取り組み、教職員の授業力向上に向けた校内体制を整備する。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□校内研修の年間

計画作成（外部

講師等の招聘予

定を明記）市教

委に提出 

□各学期の支援派

遣提出 

□平成２８年度内

容の継続 

□平成２９年度内

容の継続 

□平成３０年度内

容の継続 

到達目標 
年間を通じて４回以上の支援派遣を実現

させる。 

年間を通じて５回以上の支援派遣を実

現させる。 

検  証 ○学校改善プランに記載した内容をもとに、中間検証及び年度末の総括を行う。 

 

項 目  各教科における授業評価の実施 

内  容 
教師が自らの授業を他者（子ども・参観者）に評価してもらうことにより、授業

の課題を把握し授業改善の視点の１つとして活用する。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□授業評価票の作

成確認 

□小学校では国

語・算数、中学

校では各教科の

授業評価を３回

以上実施し、集

計を行う。 

（校内研修への活

用） 

□平成２８年度内

容の継続 

□平成２９年度内

容の継続 

□平成３０年度内

容の継続 

到達目標 
各教員が年間３回以上の授業評価を実施し、「授業がわかる」と肯定的に評価する

割合を小学校・中学校ともに９割を目指す。 

検  証 

○各学校は校内研修で各教員の集計をもとにした検証を行い、授業力向上への指針

とする。 

○全国の児童生徒質問紙の項目を活用し、教科毎に授業が分かると肯定的に評価す

る数値をまとめる。 
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（３）小中連携教育の推進 
 

四万十市の中学校は１１校ですが、複数の小学校を校区に持つ中学校は２校のみ

で、他の９校区は１小・１中の校区となっています。小学校から中学校への新しい

環境の中で学習や生活につまずきが生じ、不登校等の生徒指導上の諸問題につなが

っていく、いわゆる中１ギャップの課題が生じがちですが、その解消を図るため多

くの学校では小中連携の取組が進められています。また、義務教育９年間で児童生

徒を育てる視点と、学校全体で組織的に小中連携教育を行うことは全国の事例から

も効果があると実証されています。 

私たちは、小・中学校教職員間の教育実践や意識の違いを教職員同士が認識した

うえで、互いに学びあい、校区の子どもを責任もって育てていく小中連携教育の取

組を今後更に推進します。 

 

【主な取組】 

項 目  小中連携を推進する中学校区の指定研究 

内  容 

指定校において研修会の実施や教員の交流（授業参観や授業実践）、あるいは、

児童生徒の交流等を実践し、市内全体にその取組を発信する。さらに、市内全体に

小中連携の取組を広める。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□研究指定校区と

して１中学校区

決定 

□指定校区の取組

への支援・助言 

□意識調査の実施 

□小中連携を推進

するにあたって

の課題や要望等

のヒアリング 

□平成２８年度内

容の継続 

  

 

□平成２９年度内

容の継続 

 

□平成３０年度内

容の継続 

 

到達目標 
研究指定校区における意識調査（児童・生徒、教職員）を実施し、肯定的評価を９

割目指す。 

検  証 
○各学校は校内研修で各教員の集計をもとにした検証を行い、授業力向上への指針

とする。 
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（４）国際理解教育の充実 
 

英語教育のさらなる推進により、コミュニケーション能力や異文化理解の精神を

培うなど、社会での英語力の素養を身に付けるため、外国語指導助手（ＡＬＴ）の

充実や有効な活用策の検討とともに、小学校外国語活動サポーターの派遣を通して、

グローバル化に対応した人材を育成します。また、教育委員会では、外国人児童・

生徒の受け入れに対し、日本の学校に適応できるよう、学習支援や相談体制の充実

に努めます。 

 

【主な取組】 

項 目  外国語活動の充実 

内  容 

英語に興味・関心を持つ機会を拡大し、「聞く、話す、読む、書く」を定着させ

るため、外国語指導助手（ＡＬＴ）が児童生徒や教職員と関わる時間を拡充すると

ともに、積極的な授業への参画により、生きた英語力の底上げを図る。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□英語検定受験料

補助の創設 

 

□継続 

 

□ＡＬＴ増員によ

る活用方策の検討 

□ＡＬＴの重点配

置校の指定による

英語力の底上げ 

□小学校外国語活

動に係る研修会の

実施 

□平成２９年度内

容の継続 

□平成３０年度内

容の継続 

到達目標 
①「全国学力・学習状況調査」英語において全国平均以上をめざす。 

②中３卒業段階において英語検定３級程度取得 50％以上をめざす。 

検  証 
○校内研修の他、市教育研究会（英語教育研究会）において、実施内容や課題等に

ついて情報共有を図り、推進策や改善策の検証・検討を行う 
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（５）特別支援教育の推進 
 

通常の学級に在籍する発達障害等のある子どもの特性に応じた支援の充実に向け、

特別支援教育学校コーディネーターを中心とした校内員会等の支援体制の充実を図

るとともに、ユニバーサルデザインにもとづいた授業づくりを進めます。 

また、必要に応じて学校に特別支援教育支援員を配置するとともに、学校・保護

者のニーズに応じた教育相談を実施し、障害のある子どもの適正就学に努めます。 

 

 

（６）複式教育の充実 
 

少子化等の影響から、複式学級が増えつつある現状を踏まえ、複式のある学校の

交流を緊密化することを目的に教育研究所の部会に位置付け、効果的な学習と指導

力の向上を支援します。また、複式教育研究指定校の取組を支援するとともに、そ

の研究成果の普及を図ります。 

 

 

（７）情報教育の推進 
 

情報機器の活用方法に慣れ親しむ環境の整備を行ってきたところですが、補助事

業の活用により導入した情報機器の計画的な更新により、必要な情報を主体的に活

用できる環境整備に努めます。また、各教科・領域等の学習において、ＩＣＴの活

用を進め、視覚的な教材活用を図る中で「わかる授業」の創造に努めます。一方で、

情報モラルに関する指導にも努め、情報を的確に判断し対応することができる能力

の育成を図ります。 

教育研究所においては、各学校のＨＰの充実を支援します。 
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施策２ 子どもたちの豊かな心を育む（徳育） 

 

（１）豊かな心を育む教育の推進  （２）いじめ・不登校問題等への取組 
 

学校における道徳教育は、豊かな心を育み、人間としての生き方の自覚を促し、

道徳性を育成することをねらいとする教育活動です。道徳教育は、あらゆる教育活

動を通じて行われるものですが、道徳の時間は道徳教育の「要
かなめ

」としての役割を担

う時間となりますので、その時間の実質的な確保はもちろんのこと、子どもたちの

発達段階を考慮した指導の充実に努めます。教育委員会は、各校の道徳教育推進教

師がお互いの指導力を高める機会を設け、各校の道徳教育の推進を支援します。 

また、人権教育についても、教育活動全体を通じて展開される教育活動となりま

すので、あらゆる場面を通じて子どもたちの人権感覚が醸成されるよう、人権が尊

重される学校づくりに努めます。 

諸課題の多い学校には児童生徒支援員を配置し、個に寄り添った支援をすること

で、心の安定に繋がり、安心した学校生活を送れるよう支援します。 

 

【主な取組】 

項 目  生活指導・生徒指導の充実〔不登校・問題行動等調査〕 

内  容 

月ごとの欠席調査や学期毎の不登校・問題行動等の調査を実施し、その結果分析

を行うとともに個々の子どもの実態を経年度で把握していく。また、学校訪問等を

通じて、生徒指導の３つの機能 「自己決定の場を与える」「自己存在感を与える」

「共感的な人間関係を育成する」を浸透させ、不登校や問題行動を生まない教育風

土を高める。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□月ごとの３日以

上の欠席者調査

及び個々の状況

把握とその分析

（教育研究所） 

□教育支援センタ

ー不登校児指導

員・SSW による

家庭訪問 

□不登校担当者会

の年３回の実施 

□学校訪問の実施 

□平成２８年度内

容の継続 

□ＳＳＷ・不登校児

指導員の増員によ

る支援充実 

□平成２９年度内

容の継続 

□平成３０年度内

容の継続 

到達目標 不登校の発生率を全国平均以下に改善する。 

検  証 
○数値的な検証は、年度末に実施される文科省の問題行動等調査によって行う。 

○また、各取組の総括を年度毎に行う。 
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項 目  四万十市・三原村道徳教育推進委員会の開催・運営 

内  容 

各校１名の道徳教育推進教師が参加する推進委員会を継続的に開催し、道徳の授

業公開や研修等を通して、各校の道徳教育の充実に向けた支援を行う。また、各校

で保護者や地域住民を巻き込んだ道徳教育の充実にあたる。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□４月・２月に全

体の推進委員会

の開催 

□小・中それぞれ

で公開授業研修

会及び授業反省

会の実施 

□実践のまとめ作

成 

□平成２８年度内

容の継続 

 

□平成２９年度内

容の継続 

□平成３０年度内

容の継続 

到達目標 

・各校の道徳の成果や課題、指導案をまとめた集録を作成する。 

・全国学力・学習状況調査における児童生徒の道徳性（自尊感情、規範意識）意識

調査結果で、全国平均を３ポイント以上上回る。 

検  証 

各校の教育計画の整備（全体計画・学年別計画・展開の大要等）状況、道徳に関す

る調査（文科省・県教委）及び全国学力・学習状況調査における児童生徒の道徳性

（自尊感情、規範意識）意識調査結果において道徳教育の充実を検証する。 

 

項 目  Ｑ－Ｕアンケートの実施・分析を通した学級づくりの推進 

内  容 

Ｑ－Ｕアンケートの実施・分析を通して、学級の子どもたちの状況把握に努め、

要支援群の子どもたちへの支援を継続する。また、居心地のよい学級づくりに向け

て、アンケートを有効活用する。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□１学期及び２学

期後半のＱ－Ｕ

実施を通して学

級の状況把握 

□各学級の実態に

ついて共有化を

図り、課題のあ

る子どもへの対

応策の実施 

□平成２８年度内

容の継続 

 

□平成２９年度内

容の継続 

□平成３０年度内

容の継続 

 

到達目標 要支援群の子どもたちを減少させ、学級の満足群の子どもたちの割合を高める。 

検  証 
アンケートの分析結果を提出してもらい、満足群・不満足群の数値をもって検証を

行う。 
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（３）安全（※防災）教育の充実 
 

東日本大震災の教訓を受けて、将来の南海トラフ地震に備える防災教育の充実が

喫緊の課題となっています。四万十市では、津波の被害が想定される四万十川下流

域の学校を中心として、県教委と連携した事業に取り組んでいます。今後は、地域

住民と連携した実践的な避難訓練の実施を推進していきます。また、登下校時の子

どもたちの安全・安心を確保するために、学校や家庭、地域が一体となり、子ども

たちを見守るボランティア活動組織の育成を推進します。 

 

【主な取組】 

項 目  防災教育の推進・避難訓練の実施 

内  容 

学校安全計画及び地震発生時の危機対応マニュアル（防災マニュアル）を整備す

るとともに、あらゆる場面を想定した避難訓練を年間で複数回実施する。また、全

教育活動を通じて、自ら考え判断し、行動できる子どもを育てる。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□危機対応マニュ

アル（防災マニ

ュアル）の整備 

□研究指定校（Ｈ

２８年度実践的

防災教育推進事

業）の研究成果

等の情報提供 

□想定状況を違え

た年３回以上の

避難訓練の実施 

□「高知県安全教

育プログラム」

を活用した防災

教育の実施 

□平成２８年度内

容の継続 

 

□平成２９年度内

容 

の継続 

□平成３０年度内

容の継続 

 

到達目標 
・危機対応マニュアル（防災マニュアル）の整備及び年３回以上の避難訓練の実施。 

・「高知県安全教育プログラム」を使用した防災教育の実施率１００％とする。 

検  証 
学校安全計画に関する取組状況調査等にもとづいて、実施校の割合と実施内容を把

握する。 
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（４）学校・家庭・地域の連携強化  （５）ふるさと教育の推進 
 

学校と家庭・地域との連携協力を密にし、規範意識の向上、あいさつや食事、家

庭学習の習慣化など基本的な生活習慣の形成に努めます。また、四万十市の教育課

題を各校のＰＴＡと共有し、学力の向上はもとより、豊かな心をはぐくむ教育の推

進にあたります。このため、各校の「開かれた学校づくり」を支援するとともに、

学校・家庭・地域との連携・協働体制の構築に努めます。 

また、ふるさとを誇りに思えるよう、独自のふるさと教育を進めていくとともに、

地域と連携を図りながら、住み慣れた地域の身近な歴史や文化にも触れる機会を創

出するなど、子どもたちが生まれ育った地域を自ら学ぶ環境づくりに努めます。 

 

【主な取組】 

項 目  ふるさと教育推進事業 

内  容 
本市の歴史、文化、風土に関する副読本を整備・活用を図るとともに、学校支援

地域本部等を活用し、身近な歴史・文化を自ら学習できる環境を整備する 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□学校支援地域本

部の導入 

□平成 28 年度事

業の拡大 

□指定校によるふ

るさと教育の実

施 

□副読本作成委員

会の整備、内容検

討 

 

 

□指定校によるふ

るさと教育の実

施 

□副読本の内容検

討・作成 

 

 

□他の指定校との

交流・実践発表 

 

□副読本の活用 

到達目標 アンケートで四万十市が好きであるという子どもの割合を増やす 

検  証 
○一校一役実践交流発表会における成果や検討課題を確認するほか、指定校へのア

ンケート調査の実施により検証を行う。 

 

  



31 

 

（６）キャリア教育の充実 
 

キャリア教育とは、一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要となる能力や

態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育とされています。またキャリ

ア発達とは、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現して

いく過程のこととされています。このキャリア教育を通じて、子どもたちに身につ

けさせたい力として『基礎的・汎用的能力』という概念が用いられています。 

四万十市では、『基礎的・汎用的能力』である「人間関係形成力・社会形成力」

「自己理解・自己管理能力」「課題対応力」「キャリアプランニング力」の育成を

教育活動全体を通じて高めていきます。そのためにも、各学校のキャリア教育全体

計画や年間指導計画の整備に支援を行います。 

また、ボランティア活動や職場体験活動等の体験的な活動は、子どもたちにとっ

て将来を見通す貴重な機会ともなりますので、積極的に推進していきます。 

 

 

（７）環境教育の推進 
 

四万十市に代表される豊かな自然や水資源など地域の恵まれた自然環境を有効活

用し、体験活動を通して自然保護に対する意識の高揚を図るなど、総合的な環境教

育の推進に努めます。 

 

 

（８）学習環境の整備 
 

子どもたちが健康で安全な学校生活を送ることができるよう、学校施設や教育環

境の充実・整備を図ります。また、教材・教具の整備を進め、教員が教材研究を深

めることができる環境づくりに取り組みます。  
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施策３ 健やかな身体を育む（体育） 

 

（１）体力向上と健康教育の推進 
    

全国体力・運動能力、運動習慣等調査、高知県体力・運動能力、生活実態等調査

をはじめ、各種調査結果をもとに、各学校において児童生徒の状況把握に努め、児

童生徒の実態に応じた体力向上対策に取り組み、生涯にわたって積極的にスポーツ

に親しむ習慣や意欲、能力を育んでいきます。 

 

【主な取組】 

項 目  体力向上に向けた特色ある取組 

内  容 
児童生徒の現状を踏まえ、体育の授業改善、業前・業間等の活用や運動部活動の

運営の工夫等、その学校ならではの特色ある体力向上に向けた取組を実践する。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□児童生徒の実態

に基づく体力向

上対策を策定

（学校経営計画

との関連を図

る） 

□中村南小学校

（Ｈ２８年度こ

うちの子ども体

力向上支援事業

研究指定校）の

研究成果等の普

及 

□平成２８年度内

容の継続 

 

□平成２９年度内

容の継続 

 

□平成３０年度内

容の継続 

 

到達目標 体育・保健体育の授業が楽しいと思う児童生徒の割合９５％以上を目指す。 

検  証 
 学校経営計画に記載した内容及び全国体力・運動能力、運動習慣等調査における

児童質問紙結果をもとに、中間検証及び年度末の総括を行う。 
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（２）基本的生活習慣の確立 
 

子どもたちの成長にとって重要となる基本的な生活習慣の確立に向けて、学校と

家庭が連携して取組を進められるよう支援を行います。また、望ましい食習慣や自

己管理能力を身に付けることができるよう、栄養教諭を中心とした指導の充実に努

め、食に関する教育の充実を図ります。 

 

【主な取組】 

項 目  基本的生活習慣の定着に向けた学校と家庭が連携した取組の推進 

内  容 
学校と家庭が連携し、「早ね 早おき 朝ごはん」など、基本的生活習慣の定着を

図る。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□学期に１回のア

ンケート調査の

実施 

□学校便り等によ

るアンケート結

果の家庭への情

報提供 

□平成２８年度内

容の継続 

 

□平成２９年度内

容の継続 

 

□平成３０年度内

容の継続 

 

到達目標 
規則正しい生活リズムが身に付いている（毎日、同じくらいの時刻に起床） 

児童の割合７５％以上、生徒の割合６５％以上とする。 

検  証  全国学力・学習状況調査や各学校でのアンケート結果をもとに、検証を行う。 

 

項 目  食事の重要性について理解を図る年間指導計画の作成 

内  容 
食に関する指導の全体計画に基づき、食育を推進するとともに、栄養教諭と連携

し食に関する教育の充実を図る。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□食に関する指導

の全体計画及び

年間指導計画に

基づく食育の推

進 

□平成２８年度内

容の継続 

 

□平成２９年度内

容の継続 

 

□平成３０年度内

容の継続 

 

到達目標 朝食を必ず食べる児童の割合を９５％以上、生徒の割合を８５％以上とする。 

検  証 
 全国学力・学習状況調査や全国体力・運動能力、運動習慣等調査等の結果をもと

に、校内研修・給食主任会において検証を行う。 
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施策４ 地域文化の振興 

 

（１）ふるさとへの愛着を育む取り組み 
 

四万十の自然や歴史の中で育まれてきた文化的風土を今に活かし、次の世代へ伝

えていくために、市民共有の貴重な財産である地域文化や文化財の適切な保護に努

めます。 

地域の身近な自然や歴史・文化等への理解を深め、ふるさとへの愛着を育むため、

郷土資料館のリニューアルを図り、学習の機会等の提供を積極的に行います。 

 

【主な取組】 

項 目  郷土資料館の展示リニューアル 

内  容 

蓄積された資料を効果的に公開し、市民や来訪者に市の文化を伝えられるよう努

める。 

インターネット等を通じて情報を公開し、文化財の保全や活用しやすい環境を整

える。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□郷土資料館展示

のリニューアル

計画の作成 

 

□郷土資料館展示

リニューアル 

□観光施策との連

動した郷土資料

館利用の提案（パ

ンフレット刊行、

展示等） 

□資料館情報のイ

ンターネット公

開 

□郷土資料館展示

を活用した歴

史・文化の活用

事業の実施 

（小中学校と連携

したふるさと教

育への活用等） 

□郷土資料館展示

を活用した歴

史・文化の活用

事業の実施 

（小中学校と連携

したふるさと教

育への活用等） 

到達目標 来館者数を現在の４,000 人程度から平成 31 年度には、8,000 人を目指す。 

検  証 来館者数の推移の分析や、来館者アンケート結果をもとに検証を行う。 
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【主な取組】 

項 目  四万十川の文化的景観の保全・継承 

内  容 
「四万十川流域文化的景観連絡協議会」を構成する流域５市町間で連携を図りな

がら、保存・活用に向け取り組むとともに、情報発信に努める。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□学生キャンプ

2016 の実施 

□黒尊川生態調査

の実施 

□サイクルガイド

育成事業の継続 

□くろそん手帖ツ

アー、展覧会の

開催 

□流域連携景観調

査事業の実施 

□モニタリング調

査の継続 

□くろそん手帖ツ

アー、展覧会の開

催 

□平成 29 年度内

容の継続 

□文化的景観整備

活用計画の刊行 

 

□平成 29 年度内

容の継続 

到達目標 
文化的景観の保全について各種事業と適切な調整が行われ、効果的な活用が継続さ

れる。 

検  証 整備活用計画における事業カルテの蓄積及び活用事業の継続 

 

【主な取組】 

項 目  多様な地域文化の継承と創造 

内  容 

市内に受け継がれている伝統的な祭り・行事、伝承、技術、食などの記録、継承、

情報発信に努める。 

公民館分館を活用して、地域の独自性を活かした行事（盆踊り、研修会等）の振

興を図り、地域文化の保存・後継等を支援する。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□学校出前授業の

開催 

□下田太鼓台記録

撮影 

□川での漁労に係

る記録撮影 

□学校出前授業の

開催 

□平成 29 年度内

容の継続 

□平成 29 年度内

容の継続 

到達目標 地域文化の継承と保全が適切に行われる。 

検  証 文化財等の記録の蓄積と、講座や資料館等での公開。 

 

  



36 

 

施策５ 青少年の自立・交流の支援 

 

（１）放課後の居場所づくり 
 

学校と家庭・地域との連携協力を密にした学校地域支援本部事業の中で協議をおこない、

学童保育支援員の確保、受入年齢の拡大、専用施設や児童１人あたりの専有面積の確保な

ど、放課後児童健全育成事業・放課後子ども教室事業を拡充します。 

 
【主な取組】 

項 目  放課後の居場所づくり 

内  容 

市内の小中学校専用施設の改築や増築を行うことにより、児童一人当たり 1.65

㎡の専有面積を確保に努める。 

四万十市における統一した運営基準を定め、勤務時間、給与、社会保障等を明確

にすることにより、支援員の確保及び待遇改善に努める。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□東山小学校区の

施設の改築 

（施設設計・施行） 

□四万十市放課後

児童健全育成事

業運営基準の統

一素案作成 

□具同小学校区の

施設の増築 

（施設設計・施行） 

□四万十市放課後

児童健全育成事業

運営基準に基づ

く、支援員の確保 

□中村南小学校区

の施設の増築 

（施設設計・施行） 

□四万十市放課後

児童健全育成事

業運営基準に基

づく、支援員の

確保 

 

 

 

□四万十市放課後

児童健全育成事

業運営基準に基

づく、支援員の

確保 

到達目標 学童保育施設の拡充（専有区画面積の確保）、放課後児童支援員：30 人 

検  証  計画的な事務執行に努め、進捗管理の中で検証を行う。 

 

 

（２）青少年健全育成活動の充実 
 

地域の将来を担う青少年が明るく健全に育つよう、青少年健全育成四万十市民会議の運

営体制の安定化による青少年の活動を支援するとともに、勤労青少年の趣味や教養サーク

ルの場として、講座を開設することにより、公民館活動として健全な育成や仲間づくりの

支援を進めます。 

青少年が健やかに育つ社会環境を整えていくために、学校・家庭・地域・業界・行政が

一体となり、インターネットに関わる問題や薬物などの有害環境から青少年を守るための

活動に取り組むとともに、規範意識の醸成に取り組みます。  
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施策６ 生涯学習・スポーツの振興 

 

（１）誰もが参加しやすい生涯学習の推進 
 

市立図書館では、市民のニーズを把握し、開館時間の延長、蔵書やレファレンス

サービス（※１）の充実を図るとともにブックスタート支援や読み聞かせ活動、図

書の紹介のほか、学校や保育所等と連携した読書活動の充実など、人づくりの一環

として読書習慣の定着を進めます。 

また、中央公民館における文化・学習活動を行う団体の高齢化に伴い、活動を縮

小する傾向も見受けられることから、地域のニーズの把握に努めながら、新規講座

や、特に若者向への講座を開設することで、各分野で活躍できる地域のリーダーを

養成します。 

※１ 市民の生活課題や資料に関する相談への回答サービス 

 

 

（２）芸術文化の振興 
 

中央公民館、文化センターなどの施設の老朽化への対策を検討するとともに、西

土佐ふれあいホールの環境整備等を進め、芸術文化活動の拠点の確保に努めます。 

また、四万十川国際音楽祭や四万十川こども演劇祭など、市民が質の高い芸術文

化に触れる機会を確保するとともに、四万十市文化協会等と連携を図り芸術文化に

関わる人材の育成、団体活動の支援を行います。 

 

 

（３）一人一スポーツの推進 
 

文部科学省の調査において、成人における週１回以上のスポーツ実施率が、特に

20～40代が平均よりも低くなっており、本市においてもその傾向にあることから、

平成27年度より実施している新しい教室（子育て世代向け親子スポーツ健康教室、

スポーツ婚活等）の充実を図ることで、若い世代の運動の習慣化につなげていくと

ともに、「交流」というスポーツの持つ強みを活かした出会いの場を創出すること

で、未婚化・晩婚化対策の一助としても取り組みを進めていきます。 

安並運動公園体育施設、具同体育センターの計画的な老朽化対策に取り組んでい

くとともに、スケートボード場の整備など、魅力ある施設環境に努めます。 
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【主な取組】 

項 目  「スポーツ」を生活の様々な場面に加える『スポーツプラス』の推進 

内  容 

すべての市民が身近な地域でスポーツと親しみ、健康・体力づくりや仲間づくり、

介護予防に効果を挙げられるよう、スポーツリーダーの育成・確保を進める。 

特に、若い世代がスポーツに親しみ、習慣化につなげていくため、新しい教室（子

育て世代向け親子スポーツ健康教室、スポーツ婚活）の展開に努める。 

実施計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

□「NEW スポーツ

で縁結び」スポ

ーツ教室 

□子育て世代向け

親子スポーツ健

康教室 

□「NEW スポーツ

で縁結び」スポー

ツ教室 

□子育て世代向け

親子スポーツ健康

教室 

□「NEW スポーツ

で縁結び」スポ

ーツ教室 

□子育て世代向け

親子スポーツ健

康教室 

□スポーツプラス

（防災）の実施

（※１） 

□「NEW スポー

ツで縁結び」ス

ポーツ教室 

□子育て世代向け

親子スポーツ健

康教室 

□スポーツプラス

（防災） 

□スポーツプラス

（地域課題の解

決）の実施（※２） 

到達目標 教室後のアンケート調査において満足群の参加者の割合を高める。 

検  証 アンケート結果をもとに検証を行う。 

 （※１）各地区の避難路を活用した防災体力（逃げる体力）向上ウォークラリー 

 （※２）回収したゴミの量で競う”一斉清掃のスポーツ化”など 

 

 

（４）競技スポーツの振興 
 

現在、（公財）四万十市体育協会との連携による市民総合体育祭の開催や県民ス

ポーツフェスティバルへの選手派遣、また、読売新聞大阪本社との共催による読売

中村ロードレースなど競技性の高い事業も実施していますが、今後は、底辺の拡大

を視野に入れ、スポーツ少年団の活動に着眼し、その活動の効果がスムーズに学校

教育の中、ひいては競技スポーツの継続に反映されていくよう、社会体育と学校教

育の指導者間連携強化（各指導者の意識調査、意見交換会設定の検討など）に努め

ます。 

また、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、オリパラと

いう。）を契機とした地域活性化推進のため、全国大会以上のレベルの高い大会へ

の出場補助制度の創設や、オリパラ大会事前合宿の誘致や大会を目指すトップアス

リートとの交流などを検討します。 
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